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【開催日】 令和３年２月２２日 

【開催場所】 議場 

【開会・散会時間】 午前９時３０分～午前９時３６分 

【出席議員】 

議  長 小 野   泰 副 議 長 矢 田 松 夫 

議  員 伊 場   勇 議  員 大 井 淳一朗 

議  員 岡 山   明 議  員 奥   良 秀 

議  員 河 﨑 平 男 議  員 河 野 朋 子 

議  員 笹 木 慶 之 議  員 水 津   治 

議  員 杉 本 保 喜 議  員 髙 松 秀 樹 

議  員 恒 松 恵 子 議  員 中 岡 英 二 

議  員 中 村 博 行 議  員 長谷川 知 司 

議  員 藤 岡 修 美 議  員 松 尾 数 則 

議  員 宮 本 政 志 議  員 森 山 喜 久 

議  員 山 田 伸 幸 議  員 吉 永 美 子 

【欠席議員】 なし 

【事務局出席者】 

局  長 尾 山 邦 彦 議事係長 中 村 潤之介 

議事係書記 原 田 尚 枝   

【付議事項】 

１ 議運決定事項について 

 ２ その他 

 

午前９時３０分 開会 

 

小野泰議長 ただいまから全員協議会を開会いたします。付議事項の１番目、

議運決定事項について。長谷川委員長お願いします。 

 

（長谷川知司議会運営委員長 登壇） 

 

長谷川知司議会運営委員長 おはようございます。第５３、５４、５５、５６

回の議会運営委員会決定事項をお知らせいたします。１、継続審査と自

由討議の在り方について。継続審査とする場合は、会期中に結論を出せ

ない理由を分かりやすく明確にしてから行う。自由討議は質疑中に行う。

その際の執行部の出席は委員会でその都度判断する。自由討議で新たな

疑義が生じた場合には、再度執行部に対して質疑を行う。２、令和３年
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（第１回）定例会に関する事項について。(1)会期案につきましては、本

日２月２０日から３月２５日までの３０日間とすることとしました。議

案件名は資料１を参照してください。(2)宇部・山陽小野田消防組合議会

の報告。申し合わせ事項４４により行うこととしております。(3)議事日

程案について。資料２を御覧ください。(4)陳情・要望書等の取扱いにつ

いて。次のとおり、調査委員会を決定した。陳情書（市場問題の早期決

着に御尽力願いたい）は、産業建設常任委員会。附属営業施設契約更新

についての陳情書は、産業建設常任委員会。陳情書（議員の不適切発言

から見る議会、議員の在り方について）は議会運営委員会。陳情書（株

式会社小野田公衛社民営化に関わる疑惑について）は、総務文教常任委

員会。山陽小野田市地方卸売市場民間運営計画の見直しを求める陳情書

は、産業建設常任委員会。(4)会派についての見直しのお願いについて。

資料３です。これは会派に持ち帰って、次回以降協議することにしてお

ります。無会派の方もよく見ておいてください。(5)委員外議員の出席に

ついて。現在の議会運営委員会の委員は４人であるが、会派間及び議員

間の連絡調整を図り、議会の円滑な運営を期するためには、本市議会の

規模からすると議会運営委員会の委員は７人程度が望ましいと判断し、

今後、会派の再編があるまで、委員外議員として杉本保喜議員、山田伸

幸議員、吉永美子議員の３人に次回の議会運営委員会から常時出席して

いただくこととしました。ただし、基本条例の検証は、これまでの流れ

がありますので、今までどおり１１人体制で行うことを確認しました。

６、その他。一般質問時の休憩は、１２月議会と同様とすることを確認

した。午前中に２名が済んでから昼休みです。休憩明けの開議は、全て

議長の着席からとすることを確認した。全員協議会の開催日は、本日で

ございます。以上、報告いたします。 

 

（長谷川知司議会運営委員長 降壇） 

 

小野泰議長 議運決定事項についての報告が終わりましたが、御質問ございま

すか。（「なし」と呼ぶ者あり）ないようですので、次に行きます。２番、

その他について何かございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ないようで

したら、以上で全員協議会を閉じます。お疲れでした。 

 

午前９時３６分 散会 

 


